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桜の開花で春の訪れを感じる間もなく、当地では西山公園のつつじの季節を待つ
頃となりました。地域の皆様方には、日頃より公立丹南病院へのご厚情に対しまして
深く感謝申し上げます。
当院では平成17年春、開院5周年を迎えました。これを機に5年後、10年後「こんな病
院にしたい」というテーマで、シンポジウムを開催し、将来の病院への夢を語りました。

外来受診時には待ち時間が短く、早く診断治療が行える環境づくり、また、入院患者様にとっては、病気
を治し健康を維持するためのアメニティーの充実、さらに、地域住民の方に癒しの空間・施設であり、健康
相談などが簡単に行える体制づくりなど、多くの課題を再認識する機会となりました。患者様に満足して頂
けるようなサービスを提供するためには、まず、職員が楽しく生き生きと仕事が出来る環境づくりも大切と
言えます。
明るい職場づくりには、元気な「あいさつ」と「笑顔」であり、来院された患者様に、暖かい雰囲気を感じ
ていただける病院にしていきたいと思っています。
平成17年4月1日、一部医師の交替や十数名の看護職員等、新採用者を迎え出発しております。今後とも
皆様から愛され信頼されるよう努力いたしますので、今まで同様よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶 公立丹南病院　透析室看護師長　　宇都宮　昌江

「恒例の看護フェアを5月4日　西山公園で開催しました」「恒例の看護フェアを5月4日　西山公園で開催しました」



眼科紹介 眼科医長　　廣瀬　文司眼科紹介 眼科医長　　廣瀬　文司

丹南病院の開院以来、病院の1診療科として眼科も5年を経過しました。

現在の科の状況は、眼科スタッフは私を含め、藤本医師、三田村看護師、

北出助手の4人でやっております。外来診療は月曜から土曜の火水土を除

いた終日行い、火水の午後に手術を行っています。

外来は基本的にとくに専門の内容、いわゆる特殊外来は設定しておりま

せんが、どのような疾患にも柔軟に対応しています。ゆくゆくは特殊外来

日を設け、弱視や眼底疾患などに時間をかけて診療したいと考えています。

手術は白内障をはじめ緑内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症など、おおよ

その眼疾患に対応しています。とくに白内障手術では片眼の手術で1泊2

日、両眼で2泊3日で行っております。

また、福井大学医学部からの臨床実習生を受け入れ、教育にも取り組

んでいます。スタッフは少ないですが、逆にその分患者様と近い距離で接

することが出来、またそのように診療をこころがけて行っています。



TEL：0778-51-2260 FAX：0778-52-8620
ホームページ：http://www.tannan-hp.jp/

TEL：0778-51-5234 FAX：0778-51-8242
福祉車両による送迎も行っております。

公立丹南病院

通所リハビリセンター

アイ・シーなごみの里

〒916-8515 福井県鯖江市三六町1丁目2-31

公 立 丹 南 病 院● ●

TEL：0778-52-2050 FAX：0778-52-2151
介護保険のことなら、なんでもご相談ください。
（車椅子・ベットのレンタル、住宅改修など）

TEL：0778-52-2050 FAX：0778-52-2151
ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートします。

公立 丹南病院
居宅介護支援事業所

公立 丹南病院
訪問看護ステーション

〒916-0021 福井県鯖江市三六町1-3-16-106
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本年4月より個人情報の取扱いを規制する
個人情報保護法が施行されました。『オレオレ
詐欺』や『架空請求』等も個人情報の不適切な
利用や漏えいにより起こっています。
このような現状やトラブルを防ぐために法
律が施行され、個人情報の利用目的の公表が
義務化され、公表した目的以外には利用でき
なくなりました。
当院でも個人情報保護法の施行を受け、個
人情報の取扱いと利用目的を正面玄関に掲示
させて頂いております。（※資料別添）
一方で、法律の施行に伴い、これまで当然

のように行われてきた様々な医療サービスの
提供が制限されることにもなりました。
その主なものとして、
1）本人の同意無しに個人情報を教える事が　
できなくなりました。（個人情報保護法に

おいては家族も本人以外の第三者とみなされ

ます）そのため、診断書の申請・受領につい
ても同様に本人の同意が必要となります。ご
家族の方といえども本人よりの委任状が無け
れば診断書をお渡しできなくなりました。
2）「入院をされていますか？」といった電話
などでの入院の有無の問い合わせにつきま
しても、原則回答できなくなっております。
当院では個人情報保護推進委員会を設立

し、個人情報保護法を遵守したうえで、医療
サービスの向上を図ってまいります。病院を
利用していただいている方には、ご不便と思
われることも多々ありますでしょうが、ご理
解の程、宜しくお願い申し上げます。
なお、当

院での個人
情報保護に
関する窓口
は医事課⑥
番となりま
すので、ご不
明な点につ
いては、お気
軽にご相談
下さい。

当院における
個人情報保護法の
取扱いについて
医事科主任 深尾　直也


